
別紙２

意見募集を行った案からの変更点

＜土地関係＞

【変更箇所】

【変更理由】

変更箇所 変更後

固定資産評
価基準第１
章第２節三
４、同第３
節三４
（２）及び
同第７節三
４

固定資産評価基準第１章第２節三４
　「事情により、指定市町村以外の市町村の長が３
の（１）に定める２と同様の方法によつて行うとさ
れるもののうち、２の（２）による報告を行うこと
ができない場合、都道府県知事は当該報告をするこ
とができない市町村を除いて２の（３）による所要
の調整を行うことができるものとし、当該報告をす
ることができない市町村については、２の（２）に
よる報告が行われ次第、当該報告をすることができ
ない市町村を除いて行われた市町村間との評価の均
衡を考慮するものとする。」

第３節三４（２）
　「事情により、指定市以外の市町村の長が３の
（１）に定める２と同様の方法によつて行うとされ
るもののうち、２の（２）による報告を行うことが
できない場合、都道府県知事は当該報告をすること
ができない市町村を除いて２の（３）による所要の
調整を行うことができるものとし、当該報告をする
ことができない市町村については、２の（２）によ
る報告が行われ次第、当該報告をすることができな
い市町村を除いて行われた市町村間との評価の均衡
を考慮するものとする。」

第７節三４
　「事情により、指定市町村以外の市町村の長が３
の（１）に定める２と同様の方法によつて行うとさ
れるもののうち、２の（２）による報告を行うこと
ができない場合、都道府県知事は当該報告をするこ
とができない市町村を除いて２の（３）による所要
の調整を行うことができるものとし、当該報告をす
ることができない市町村については、２の（２）に
よる報告が行われ次第、当該報告をすることができ
ない市町村を除いて行われた市町村間との評価の均
衡を考慮するものとする。」

固定資産評価基準第１章第２節三４
　「事情により、３の（１）に定める２と同様の方
法によつて行うとされるもののうち、指定市町村以
外の市町村の長が２の（２）による報告を行うこと
ができない場合、都道府県知事は当該市町村を除い
て２の（３）による所要の調整を行うことができる
ものとし、当該市町村については、２の（２）によ
る報告が行われ次第、当該市町村を除いて行われた
市町村間との評価の均衡を考慮するものとする。」

第３節三４（２）
　「事情により、３の（１）に定める２と同様の方
法によつて行うとされるもののうち、指定市以外の
市町村の長が２の（２）による報告を行うことがで
きない場合、都道府県知事は当該市町村を除いて２
の（３）による所要の調整を行うことができるもの
とし、当該市町村については、２の（２）による報
告が行われ次第、当該市町村を除いて行われた市町
村間との評価の均衡を考慮するものとする。」

第７節三４
　「事情により、３の（１）に定める２と同様の方
法によつて行うとされるもののうち、指定市町村以
外の市町村の長が２の（２）による報告を行うこと
ができない場合、都道府県知事は当該市町村を除い
て２の（３）による所要の調整を行うことができる
ものとし、当該市町村については、２の（２）によ
る報告が行われ次第、当該市町村を除いて行われた
市町村間との評価の均衡を考慮するものとする。」

　固定資産評価基準第１章第２節三４、同第３節三４（２）及び同第７節三４

　主従関係をより明らかにするため、「指定市町村以外の市町村の長」等の語句の挿入位置を変更し
た。また、「当該市町村」の意味をより明確にするため、「当該報告をすることができない市町村」と
改めた。

変更前


